
み
や

も
と

け
ん

い
ち

日
本
学
士
院
賞

受
賞
者

宮

本

憲

一

専
攻
学
科
目

環
境
経
済
学
・
財
政
学

生

年

月

昭
和

五
年

二
月

略

歴

昭
和
二
八
年

三
月

名
古
屋
大
学
経
済
学
部
経
済
学
科
卒
業

同

二
八
年

四
月

金
沢
大
学
法
文
学
部
助
手

同

三
〇
年

四
月

金
沢
大
学
法
文
学
部
講
師

同

三
五
年

三
月

金
沢
大
学
法
文
学
部
助
教
授

同

四
〇
年

四
月

大
阪
市
立
大
学
商
学
部
助
教
授

同

四
七
年

一
月

経
済
学
博
士

同

四
七
年
一
〇
月

大
阪
市
立
大
学
商
学
部
教
授

平
成

三
年

四
月

大
阪
市
立
大
学
商
学
部
長
（
平
成
四
年
三
月
ま
で
）

同

五
年

四
月

大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授

同

五
年

四
月

立
命
館
大
学
産
業
社
会
学
部
教
授

同

六
年

四
月

立
命
館
大
学
政
策
科
学
部
教
授
（
平
成
一
二
年
三
月
ま
で
）

同

九
年

四
月

立
命
館
大
学
大
学
院
政
策
科
学
研
究
科
長
（
平
成
一
〇
年
三
月
ま
で
）

同

一
三
年

七
月

滋
賀
大
学
長
（
平
成
一
六
年
七
月
ま
で
）

同

一
六
年

七
月

滋
賀
大
学
名
誉
教
授

同

一
七
年

四
月

立
命
館
大
学
政
策
科
学
部
客
員
教
授
（
平
成
二
五
年
三
月
ま
で
）

三



経
済
学
博
士
宮
本
憲
一
氏
の
『
戦
後
日
本
公
害

史
論
』
に
対
す
る
授
賞
審
査
要
旨

宮
本
憲
一
氏
は
、
早
く
か
ら
公
害
・
環
境
問
題
の
代
表
的
な
研
究
者
と
さ
れ

て
き
た
。
戦
後
日
本
の
公
害
史
に
つ
い
て
は
資
料
中
心
の
通
史
や
詳
細
な
年
表

は
あ
っ
た
が
、
政
治
経
済
史
と
の
関
連
に
お
い
て
分
析
さ
れ
た
本
格
的
な
公
害

史
は
本
書
（『
戦
後
日
本
公
害
史
論
』
岩
波
書
店
、
平
成
二
六
年
七
月
）
が
初
め

て
で
あ
る
。
著
者
は
、
公
害
の
実
態
を
現
場
に
入
っ
て
調
査
し
つ
つ
理
論
的
に

重
要
で
歴
史
的
な
教
訓
と
な
る
問
題
を
中
心
に
執
筆
し
て
お
り
、
本
書
は
通
史

と
い
う
よ
り
は
公
害
史
論
で
あ
る
と
す
る
。
著
者
は
、
公
害
問
題
の
解
決
の
た

め
の
運
動
や
裁
判
に
研
究
者
と
し
て
関
わ
り
を
も
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
こ

と
が
本
書
の
分
析
を
鋭
利
な
も
の
と
し
、
生
き
生
き
と
し
た
叙
述
を
可
能
に
し

て
い
る
。
裁
判
事
件
の
研
究
は
時
と
し
て
相
手
へ
の
激
し
い
非
難
・
批
判
に
走

る
こ
と
が
あ
る
が
、
著
者
は
裁
判
記
録
を
初
め
と
す
る
根
本
資
料
を
博
捜
し
、

そ
れ
ら
の
分
析
に
基
づ
い
た
冷
静
か
つ
客
観
的
な
叙
述
に
極
力
努
め
て
い
る
。

本
書
は
、
序
章
「
戦
後
日
本
公
害
史
論
の
目
的
と
構
成
」
と
第
一
部
「
戦
後
公

害
問
題
の
史
的
展
開
」、
第
二
部
「
公
害
か
ら
環
境
問
題
へ
」、
終
章
「
維
持
可

能
な
社
会
」
か
ら
編
成
さ
れ
て
い
る
。
敗
戦
か
ら
一
九
九
〇
年
代
半
ば
ま
で
を

主
た
る
対
象
と
し
て
い
る
が
、
戦
前
の
公
害
史
や
、
最
近
に
お
け
る
未
解
決
の

公
害
問
題
も
取
り
扱
い
、
外
国
の
公
害
・
環
境
問
題
に
つ
い
て
も
随
所
で
言
及

し
て
お
り
、
著
者
の
視
野
は
き
わ
め
て
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
。

序
章
に
お
い
て
著
者
は
、
戦
前
の
鉱
毒
事
件
や
工
場
の
公
害
が
主
と
し
て
農

林
漁
業
の
被
害
で
財
産
権
が
問
題
と
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
戦
後
の
公
害
の
主

た
る
特
徴
は
住
民
の
健
康
被
害
で
あ
り
人
格
権
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し

て
、
高
度
成
長
期
に
世
界
史
に
残
る
よ
う
な
深
刻
な
公
害
問
題
が
発
生
し
た
の

は
、
経
済
成
長
の
高
度
化
を
ひ
た
す
ら
目
指
す
企
業
に
政
府
が
密
着
す
る
と
い

う
独
特
な
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
の
た
め
で
あ
り
、
戦
後
日
本
の
公
害
は
政
官
財

学
の
複
合
体
の
引
き
起
こ
し
た
シ
ス
テ
ム
公
害
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
著
者

は
、
公
害
の
よ
う
な
市
場
の
失
敗
が
あ
れ
ば
自
動
的
に
政
府
が
救
済
に
動
く
と

い
う
通
常
の
想
定
が
妥
当
し
な
い
日
本
で
は
、
公
害
の
被
害
者
で
あ
る
地
域
住

民
が
、
住
民
運
動
と
裁
判
闘
争
を
通
じ
て
公
害
の
「
下
か
ら
」
の
克
服
者
と
し

て
重
要
な
役
割
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
点
で
公
害
対
策
が
政
党
や
政
府

に
よ
っ
て
「
上
か
ら
」
作
ら
れ
た
ド
イ
ツ
な
ど
と
異
な
る
と
い
う
。

第
一
部
で
は
、
ま
ず
、
戦
後
経
済
復
興
に
際
し
て
日
本
政
府
は
公
害
問
題
を

全
く
考
慮
し
な
か
っ
た
た
め
、
大
都
市
や
八
幡
製
鉄
所
周
辺
で
は
大
気
汚
染
が

酷
く
、
熊
本
水
俣
病
も
一
九
五
六
年
に
発
見
さ
れ
た
が
通
産
省
の
抵
抗
の
た
め

に
政
府
に
よ
る
認
定
は
六
八
年
ま
で
引
き
延
ば
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。
他
方
、

一
九
六
四
年
に
は
三
島
・
沼
津
・
清
水
の
市
民
の
反
対
運
動
に
よ
っ
て
石
油
コ

一
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ン
ビ
ナ
ー
ト
計
画
が
挫
折
さ
せ
ら
れ
、
六
〇
年
代
後
半
に
は
美
濃
部
都
政
な
ど

の
革
新
自
治
体
が
住
民
の
環
境
権
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
か
か
る

動
き
に
対
し
て
経
団
連
は
公
害
対
策
に
際
し
て
環
境
保
全
と
産
業
発
展
の
調
和

を
図
る
べ
き
だ
と
主
張
し
、
六
七
年
に
制
定
さ
れ
た
公
害
対
策
基
本
法
も
そ
う

し
た
調
和
論
に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
住
民
運
動
が
革
新
自
治

体
を
生
み
出
す
力
の
な
い
企
業
城
下
町
な
ど
で
は
、
被
害
者
は
裁
判
に
訴
え
ざ

る
を
え
な
い
。
著
者
は
六
〇
年
代
後
半
か
ら
の
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
、
新
潟
水
俣

病
、
四
日
市
公
害
、
熊
本
水
俣
病
の
い
わ
ゆ
る
四
大
公
害
裁
判
に
つ
い
て
詳
細

な
分
析
を
試
み
、
発
生
源
と
被
害
者
の
因
果
関
連
を
個
別
の
病
理
学
的
究
明
で

な
く
集
団
の
疫
学
的
究
明
に
よ
っ
て
判
断
す
る
新
た
な
法
理
を
裁
判
所
が
採
用

し
た
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
続
い
て
著
者
は

大
阪
空
港
、
阪
神
高
速
道
路
、
東
海
道
新
幹
線
の
騒
音
・
自
動
車
排
ガ
ス
な
ど

の
公
害
裁
判
を
検
討
し
、
そ
こ
で
は
環
境
の
公
共
性
の
主
張
が
公
共
事
業
の
公

共
性
の
主
張
に
よ
っ
て
抑
え
込
ま
れ
、
判
決
が
調
和
論
に
引
き
ず
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
述
べ
る
。
七
三
年
に
は
世
界
初
の
汚
染
者
負
担
原
則
を
定
め
た
公

害
健
康
被
害
補
償
法
が
公
布
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
事
業
者
負
担
を
上
回
る
政
府

補
助
を
通
じ
て
企
業
防
衛
の
機
能
を
果
た
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
同
法
に
よ
る

経
済
負
担
が
増
え
る
と
経
団
連
は
基
準
改
訂
を
要
求
し
た
と
指
摘
す
る
。

第
二
部
で
は
、
一
九
七
三
年
の
石
油
危
機
を
契
機
と
す
る
高
度
成
長
の
終
焉

と
革
新
自
治
体
の
衰
退
に
伴
い
、
公
害
行
政
の
後
退
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
論
じ

ら
れ
、
未
解
決
の
公
害
問
題
を
残
し
た
ま
ま
ア
ス
ベ
ス
ト
災
害
や
福
島
第
一
原

発
事
故
の
よ
う
な
新
た
な
公
害
を
生
ん
で
い
る
現
状
に
つ
い
て
も
分
析
が
な
さ

れ
る
。
公
害
政
策
の
後
退
は
、
七
〇
年
代
後
半
の
二
酸
化
炭
素
の
環
境
基
準
の

大
幅
緩
和
や
、
水
俣
病
の
認
定
を
複
数
症
候
の
組
合
せ
に
限
定
し
て
申
請
患
者

を
切
り
捨
て
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
八
七
年
に
は
、
公
害
健

康
被
害
補
償
法
の
全
面
改
正
に
よ
り
大
気
汚
染
地
域
の
指
定
解
除
が
な
さ
れ
、

「
公
害
が
終
わ
っ
た
」
と
い
う
方
向
に
世
論
が
誘
導
さ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
動
き

に
対
し
て
、
西
淀
川
、
川
崎
、
尼
崎
、
名
古
屋
南
部
で
は
、
七
〇
年
代
後
半
か

ら
の
道
路
公
害
裁
判
に
よ
っ
て
大
気
汚
染
地
域
の
指
定
が
復
活
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
「
自
動
車
の
社
会
的
費
用
の
一
部
が
内
部
化
さ
れ
た
」
と
指
摘
す
る
。
著

者
は
八
〇
年
代
以
降
、
環
境
問
題
が
国
際
化
し
た
動
き
に
つ
い
て
も
分
析
し
、

日
本
の
多
国
籍
企
業
が
ア
ジ
ア
各
地
に
「
公
害
輸
出
」
を
し
て
い
る
事
例
を
挙

げ
る
と
と
も
に
、
沖
縄
の
米
軍
基
地
は
ア
メ
リ
カ
の
「
公
害
輸
出
」
で
あ
る
と

指
摘
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
酸
性
雨
問
題
を
契
機
に
ド
イ
ツ
が
環
境
政
策
を

強
化
し
た
が
、
一
九
八
六
年
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
を
契
機
と
す
る
原

発
禁
止
運
動
は
、
地
球
温
暖
化
の
抑
制
論
が
登
場
す
る
と
一
時
勢
い
を
失
っ

た
。
か
か
る
状
況
に
対
し
て
八
七
年
の
国
連
総
会
は
「
持
続
可
能
な
発
展
」
を

指
導
原
則
と
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
「
近
代
化
」
に

代
わ
る
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
を
示
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
す
る
。

最
後
に
、
著
者
は
東
日
本
大
震
災
時
の
原
発
事
故
の
衝
撃
を
う
け
て
原
発
全

一
九



廃
に
ふ
み
き
っ
た
ド
イ
ツ
の
政
策
を
評
価
し
、
成
長
第
一
主
義
か
ら
の
脱
却
を

説
く
と
と
も
に
、
大
量
消
費
の
欲
望
が
変
わ
れ
ば
未
来
社
会
は
維
持
可
能
に
な

る
と
い
う
見
解
に
対
し
て
は
、
大
量
消
費
シ
ス
テ
ム
を
変
え
な
い
限
り
大
衆
が

自
由
に
欲
望
を
選
択
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
書
は
、
戦
後
日
本
公
害
史
に
関
す
る
総
合
的
な
史
論
で
あ

り
、
そ
の
学
問
的
水
準
の
高
さ
と
実
証
密
度
に
お
い
て
他
に
類
例
を
見
な
い
優

れ
た
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
の
持
続
可
能
な
道
を
探
る
た
め
に

は
、
本
書
の
よ
う
な
本
格
的
な
公
害
史
の
分
析
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
必
須
の
条

件
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
本
書
が
公
害
対
策
の
後
退
の
契
機
を
石
油

危
機
に
よ
る
不
況
に
求
め
た
点
に
対
し
て
は
、
そ
の
後
の
日
本
経
済
の
新
自
由

主
義
的
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
推
進
に
伴
う
影
響
も
検
討
し
て
ほ
し
い
し
、
公
害
史

と
し
て
は
、
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
・
自
然
環
境
保
全
な
ど
に
関
す
る
さ
ら
に

立
ち
入
っ
た
分
析
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
問
題
点
が
あ
る
と
は

い
え
、
本
書
が
戦
後
日
本
公
害
史
の
研
究
水
準
を
飛
躍
的
に
高
め
た
画
期
的
な

業
績
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
書
は
日
本
学
士
院
賞
に
十

分
値
す
る
業
績
で
あ
る
。

主
要
業
績
（
単
著
の
み
記
す
）

『
社
会
資
本
論
』
有
斐
閣
、
昭
和
四
二
年

『
日
本
の
都
市
問
題
―
そ
の
政
治
経
済
学
的
考
察
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
四
年

『
地
域
開
発
は
こ
れ
で
よ
い
か
』
岩
波
新
書
、
昭
和
四
八
年

『
日
本
の
環
境
問
題
―
そ
の
政
治
経
済
学
的
考
察
』
有
斐
閣
、
昭
和
五
〇
年

『
財
政
改
革
―
生
活
権
と
自
治
権
の
財
政
学
』
岩
波
書
店
、
昭
和
五
二
年

『
都
市
経
済
論
―
共
同
生
活
条
件
の
政
治
経
済
学
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
五
年

『
現
代
の
都
市
と
農
村
―
地
域
経
済
の
再
生
を
求
め
て
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
昭
和
五

七
年

『
昭
和
の
歴
史

第
一
〇
巻

経
済
大
国
』
小
学
館
、
昭
和
五
八
年

『
都
市
を
ど
う
生
き
る
か
―
ア
メ
ニ
テ
ィ
へ
の
招
待
』
小
学
館
、
昭
和
五
九
年

『
地
方
自
治
の
歴
史
と
展
望
』
自
治
体
研
究
社
、
昭
和
六
一
年

『
日
本
の
環
境
政
策
』
大
月
書
店
、
昭
和
六
二
年

『
環
境
経
済
学
』
岩
波
書
店
、
平
成
元
年

『
足
も
と
か
ら
地
球
環
境
を
考
え
る
』
自
治
体
研
究
社
、
平
成
二
年

『
環
境
と
開
発
』
岩
波
書
店
、
平
成
四
年

『
二
一
世
紀
を
地
方
自
治
の
時
代
に
』
自
治
体
研
究
社
、
平
成
五
年

『
環
境
政
策
の
国
際
化
』
実
教
出
版
、
平
成
七
年

『
環
境
と
自
治
―
私
の
戦
後
ノ
ー
ト
』
岩
波
書
店
、
平
成
八
年

『
公
共
政
策
の
す
す
め
―
現
代
的
公
共
性
と
は
何
か
』
有
斐
閣
、
平
成
一
〇
年

『
都
市
政
策
の
思
想
と
現
実
』
有
斐
閣
、
平
成
一
一
年

『
公
共
政
策
と
住
民
参
加
』
公
人
の
友
社
、
平
成
一
一
年

『
日
本
社
会
の
可
能
性
―
維
持
可
能
な
社
会
へ
』
岩
波
書
店
、
平
成
一
二
年

『
く
る
ま
社
会
』
旬
報
社
、
平
成
一
五
年

『
維
持
可
能
な
社
会
と
自
治
体
―
「
公
害
」
か
ら
「
地
球
環
境
」
へ
』
公
人
の
友
社
、
平
成

一
七
年

『
日
本
の
地
方
自
治
―
そ
の
歴
史
と
未
来
』
自
治
体
研
究
社
、
平
成
一
七
年

『
維
持
可
能
な
社
会
に
向
か
っ
て
』
岩
波
書
店
、
平
成
一
八
年

『
転
換
期
に
お
け
る
日
本
社
会
の
可
能
性
―
維
持
可
能
な
内
発
的
発
展
』
公
人
の
友
社
、

平
成
一
八
年

『
戦
後
日
本
公
害
史
論
』
岩
波
書
店
、
平
成
二
六
年

二
〇
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